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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
三
十
四
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
二
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
二
年
七
月
二
十
二
日

午
後
二
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
住
宅
企
画
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
セ
ン
ト
ラ
ル

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

栁
田

和
宏

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
歌
舞
伎
町
二
丁
目
三
十
一
番
七
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
一
五
二
三
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
二
年
三
月
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
三
十
五
号

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十
四
号
）
第
八
条
第
一
項
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
助
成
期
限
を
延
長
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

対
象
者

延
長
後
の
助
成
期
限

ス
モ
ン
及
び
プ
リ
オ
ン
病
（
ヒ
ト
由
来
乾

燥
硬
膜
移
植
に
よ
る
ク
ロ
イ
ツ
フ
ェ
ル
ト

・
ヤ
コ
ブ
病
に
限
る
。
）
に
係
る
対
象
者

の
う
ち
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
に
助
成

期
間
が
満
了
す
る
も
の

令
和
三
年
九
月
三
十

日

す
い

劇
症
肝
炎
及
び
重
症
急
性
膵
炎
に
係
る
対

令
和
二
年
三
月
一
日

象
者
の
う
ち
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら

同
年
七
月
二
日
ま
で
の
間
に
助
成
期
間
が

満
了
し
た
も
の
（
東
京
都
難
病
患
者
等
に

係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年

東
京
都
規
則
第
二
百
号
。
以
下
「
改
正
規

則
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
関
係
）

時
点
で
現
に
効
力
を

有
し
て
い
た
医
療
券

の
助
成
期
限
に
六
月

を
加
え
た
日

す
い

劇
症
肝
炎
及
び
重
症
急
性
膵
炎
に
係
る
対

象
者
の
う
ち
、
令
和
二
年
七
月
三
日
か
ら

令
和
三
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
助

成
期
間
が
満
了
す
る
も
の
（
改
正
規
則
附

則
第
三
項
関
係
）

令
和
二
年
七
月
三
日

時
点
で
現
に
効
力
を

有
す
る
医
療
券
の
助

成
期
限
に
六
月
を
加

え
た
日

悪
性
高
血
圧
、
母
斑
症
（
指
定
難
病
の
結

節
性
硬
化
症
、
ス
タ
ー
ジ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

症
候
群
及
び
ク
リ
ッ
ペ
ル
・
ト
レ
ノ
ネ
ー

・
ウ
ェ
ー
バ
ー
症
候
群
を
除
く
。
）
、
古

典
的
特
発
性
好
酸
球
増
多
症
候
群
、
び
ま

ん
性
汎
細
気
管
支
炎
、
遺
伝
性
Ｑ
Ｔ
延
長

症
候
群
、
網
膜
脈
絡
膜
委
縮
症
、
原
発
性

骨
髄
線
維
症
及
び
肝
内
結
石
症
に
係
る
対

象
者
の
う
ち
、
令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

に
助
成
期
間
が
満
了
す
る
も
の

令
和
三
年
七
月
三
十

一
日

先
天
性
血
液
凝
固
因
子
欠
乏
症
等
（
第
Ⅰ

因
子
欠
乏
症
、
第
Ⅱ
因
子
欠
乏
症
、
第
Ⅴ

因
子
欠
乏
症
、
第
Ⅶ
因
子
欠
乏
症
、
第
Ⅷ

因
子
欠
乏
症
、
第
Ⅸ
因
子
欠
乏
症
、
第
Ⅹ

因
子
欠
乏
症
、
第
Ⅺ
因
子
欠
乏
症
、
第
Ⅻ

因
子
欠
乏
症
、
第
XIII
因
子
欠
乏
症
、
フ
ォ

ン
・
ヴ
ィ
ル
ブ
ラ
ン
ド
病
及
び
血
液
凝
固

因
子
製
剤
の
投
与
に
起
因
す
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感

染
症
を
い
う
。
）
に
係
る
対
象
者
の
う
ち
、

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
に
助
成
期
間
が

満
了
し
た
も
の

令
和
三
年
三
月
三
十

一
日

人
工
透
析
を
必
要
と
す
る
腎
不
全
に
係
る

対
象
者
の
う
ち
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日

に
助
成
期
間
が
満
了
す
る
も
の

令
和
三
年
九
月
三
十

日

Ｂ
型
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
に
対
し
て
行
わ
れ
る

令
和
二
年
三
月
一
日
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核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
を
要
す
る
場
合

の
当
該
疾
病
に
係
る
対
象
者
の
う
ち
、
令

和
二
年
三
月
一
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま

で
の
間
に
助
成
期
間
が
満
了
し
た
も
の

時
点
で
現
に
効
力
を

有
し
て
い
た
医
療
券

の
助
成
期
限
に
一
年

を
加
え
た
日

Ｂ
型
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
に
対
し
て
行
わ
れ
る

核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
を
要
す
る
場
合

の
当
該
疾
病
に
係
る
対
象
者
の
う
ち
、
令

和
二
年
七
月
三
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二

十
八
日
ま
で
の
間
に
助
成
期
間
が
満
了
す

る
も
の

令
和
二
年
七
月
三
日

時
点
で
現
に
効
力
を

有
す
る
医
療
券
の
助

成
期
限
に
一
年
を
加

え
た
日

Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
若
し
く
は
Ｃ
型
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
肝
が
ん
又
は
重
度
肝
硬

変
に
係
る
対
象
者
の
う
ち
、
令
和
二
年
三

月
一
日
か
ら
同
年
七
月
二
日
ま
で
の
間
に

助
成
期
間
が
満
了
し
た
も
の

令
和
二
年
三
月
一
日

時
点
で
現
に
効
力
を

有
し
て
い
た
医
療
券

の
助
成
期
限
に
一
年

を
加
え
た
日

Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
若
し
く
は
Ｃ
型
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
肝
が
ん
又
は
重
度
肝
硬

変
に
係
る
対
象
者
の
う
ち
、
令
和
二
年
七

月
三
日
か
ら
令
和
三
年
二
月
二
十
八
日
ま

で
の
間
に
助
成
期
間
が
満
了
す
る
も
の

令
和
二
年
七
月
三
日

時
点
で
現
に
効
力
を

有
す
る
医
療
券
の
助

成
期
限
に
一
年
を
加

え
た
日

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
三
十
六
号

令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
七
百
五
十
四
号
で
告
示
し
た
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一

項
及
び
第
八
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修

及
び
業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
の
一
部
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

開
催
を
中
止
し
、
通
信
制
で
行
う
研
修
及
び
講
習
（
以
下
「
第
二
型

研
修
及
び
講
習
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

中
止
す
る
研
修
及
び
講
習

㈠

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修

開
催
年
月
日

令
和
二
年
八
月
二
十
三
日

会
場
の
名
称

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

㈡

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習

開
催
年
月
日

令
和
二
年
七
月
十
七
日

会
場
の
名
称

日
本
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

所
在
地

文
京
区
後
楽
二
丁
目
三
番
十
号

二

新
た
に
指
定
す
る
第
二
型
研
修
及
び
講
習

主
催
者
の
名
称

及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ

ン
タ
ー

港
区
新
橋
六
丁
目
八
番
二
号

申
込
受
付
期
間

令
和
二
年
七
月
十
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま

で

受
講
料

㈠

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修

五
千
円

㈡

業
務
従
事
者
に
対
す
る
講
習

四
千
五

百
円

公

告

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
五
日
杉
並
区
告
示
第
八
百
十
八

号

阿
佐
ヶ
谷
駅
北

東
地
区
地
区
計

画
東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
事
業

令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
豊
島
区
告
示
第
三
十

三
号

池
袋
本
町
三
丁

目
二
十
・
二
十

一
番
南
地
区
防

災
街
区
整
備
事

業
東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
六

号

池
袋
駅
東
口
Ａ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
七

号

池
袋
駅
東
口
Ｂ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
八

号

池
袋
駅
東
口
Ｃ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
九

号

池
袋
駅
東
口
Ｄ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
十

号

池
袋
駅
西
口
Ａ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
十

一
号

池
袋
駅
西
口
Ｂ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
十

二
号

池
袋
駅
西
口
Ｃ

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

令
和
二
年
三
月
五
日
江
戸
川
区
告
示
第
百
六
十
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区
計
画

号

上
一
色
・
本
一

色
・
興
宮
町
地

区
地
区
計
画

八
王
子
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
二
年
三
月
六
日
八
王
子
市
告
示
第
五
十
号

高
尾
山
口
駅
前

地
区
地
区
計
画

国
分
寺
都
市
計
画

特
別
用
途
地
区

令
和
二
年
三
月
十
三
日
国
分
寺
市
告
示
第
百
四

十
九
号

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
港
区
告
示
第
六
十
号

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
三
百

三
十
二
号
線

東
京
都
市
計
画
土

地
区
画
整
理
事
業

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
港
区
告
示
第
六
十
一

号

品
川
駅
周
辺
土

地
区
画
整
理
事

業
東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

平
成
三
十
一
年
三
月
六
日
大
田
区
告
示
第
百
四

十
二
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

平
成
三
十
一
年
三
月
六
日
大
田
区
告
示
第
百
四

十
二
号

東
京
都
市
計
画
特

別
緑
地
保
全
地
区

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日
大
田
区
告
示
第
二
百

十
八
号

第
十
八
号
南
馬

込
五
丁
目
特
別

緑
地
保
全
地
区

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
十
日
渋
谷
区
告
示
第
四
十
四
号

神
南
二
丁
目
・

宇
田
川
町
地
区

地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
二
年
三
月
五
日
杉
並
区
告
示
第
八
百
十
九

号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
二
年
三
月
五
日
杉
並
区
告
示
第
八
百
二
十

号

東
京
都
市
計
画
特

定
防
災
街
区
整
備

地
区

令
和
二
年
一
月
二
十
八
日
豊
島
区
告
示
第
三
十

四
号

池
袋
本
町
三
丁

目
二
十
・
二
十

一
番
南
地
区

東
京
都
市
計
画
地

域
冷
暖
房
施
設

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
五

号

東
池
袋
地
区
地

域
冷
暖
房
施
設

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
豊
島
区
告
示
第
百
十

三
号

池
袋
駅
周
辺
・

主
要
街
路
沿
道

エ
リ
ア
地
区
計

画
東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
二
年
四
月
一
日
荒
川
区
告
示
第
百
四
十
一

号

尾
久
中
央
地
区

地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
二
年
三
月
五
日
江
戸
川
区
告
示
第
百
六
十

一
号

八
王
子
都
市
計
画

用
途
地
域

令
和
二
年
三
月
六
日
八
王
子
市
告
示
第
四
十
七

号

八
王
子
都
市
計
画

高
度
地
区

令
和
二
年
三
月
六
日
八
王
子
市
告
示
第
四
十
八

号

八
王
子
都
市
計
画

防
火
地
域
及
び
準

防
火
地
域

令
和
二
年
三
月
六
日
八
王
子
市
告
示
第
四
十
九

号

八
王
子
都
市
計
画

地
区
計
画

令
和
二
年
三
月
六
日
八
王
子
市
告
示
第
五
十
一

号

宇
津
木
台
地
区

地
区
計
画

八
王
子
都
市
計
画

地
域
冷
暖
房
施
設

令
和
二
年
三
月
六
日
八
王
子
市
告
示
第
五
十
二

号

旭
町
地
区
地
域

冷
暖
房
施
設

八
王
子
都
市
計
画

高
度
利
用
地
区

令
和
二
年
三
月
十
六
日
八
王
子
市
告
示
第
五
十

九
号

八
王
子
駅
北
口

地
区

八
王
子
都
市
計
画

高
度
利
用
地
区

令
和
二
年
三
月
十
六
日
八
王
子
市
告
示
第
六
十

号

八
王
子
駅
南
口

地
区

日
野
都
市
計
画
生

産
緑
地
地
区

令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
日
野
市
告
示
第
二

百
二
十
一
号
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国
分
寺
都
市
計
画

公
園

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日
国
分
寺
市
告
示
第

六
百
六
十
九
号

第
二
・
二
・
十

二
号
さ
つ
き
公

園
縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

令
和
二
年
二
級
建
築
士
試
験
の
実
施
場
所
の
変
更
に

つ
い
て

令
和
二
年
三
月
二
日
付
東
京
都
公
報
で
公
告
し
た
令
和
二
年
二
級

建
築
士
試
験
の
実
施
場
所
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
二
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
箇
所

令
和
二
年
七
月
五
日
（
日
曜
日
）
実
施
の
二
級
建
築
士
試
験

「
学
科
の
試
験
」
の
試
験
実
施
の
場
所

二

変
更
内
容

変
更
前

拓
殖
大
学

文
京
区
小
日
向
三
丁
目
四
番
十
四
号

立
教
大
学

豊
島
区
西
池
袋
三
丁
目
三
十
四
番
一
号

東
京
大
学

目
黒
区
駒
場
三
丁
目
八
番
一
号

変
更
後

拓
殖
大
学

文
京
区
小
日
向
三
丁
目
四
番
十
四
号

中
央
工
学
校

北
区
王
子
本
町
一
丁
目
二
十
六
番
十

七
号

日
本
大
学
経
済
学
部

千
代
田
区
神
田
三
崎
町
一
丁

目
三
番
二
号

建
設
業
の
営
業
の
停
止
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
法

第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
六
月
二
十
二
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

株
式
会
社
横
濱
エ
ス
テ
ー
ト

神
奈
川
県
横
浜
市
南
区
南
太
田
一
丁
目
八
番
二
十
一
号

山
田

武
久

許
可
な
し

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
行
、
施
行
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
行
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
二
年
七
月
六
日
か
ら
同
月
八
日
ま
で
の
三
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

株
式
会
社
横
濱
エ
ス
テ
ー
ト
は
、
世
田
谷
区
内
の
戸
建
住
宅
の

内
装
工
事
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、

建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
設
業
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
第
一
条
の
二

に
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
請
負
契
約
を
締
結
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

一

処
分
を
し
た
年
月
日

令
和
二
年
六
月
二
十
二
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

ミ
カ
コ
建
設
工
業
株
式
会
社

渋
谷
区
広
尾
五
丁
目
二
番
十
八
号

西
原

美
夏
子

許
可
な
し

三

処
分
の
内
容

法
第
二
十
八
条
第
三
項
に
基
づ
く
営
業
の
停
止
命
令

㈠

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部
（
処
分
を
受
け
る
前
に
締
結
さ
れ
た

か

し

請
負
契
約
に
基
づ
く
建
設
工
事
の
施
行
、
施
行
の
瑕
疵
に
基
づ

く
修
繕
工
事
の
施
行
等
を
除
く
。
）

㈡

期
間

令
和
二
年
七
月
六
日
か
ら
同
月
九
日
ま
で
の
四
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

ミ
カ
コ
建
設
工
業
株
式
会
社
は
、
世
田
谷
区
内
の
戸
建
住
宅
の

内
装
工
事
に
お
い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、

建
設
業
の
許
可
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
建
設
業
法

施
行
令
第
一
条
の
二
に
定
め
る
金
額
以
上
と
な
る
複
数
の
請
負
契

約
を
締
結
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
廃
止
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
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条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
に
つ
い
て
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す

る
。

令
和
二
年
七
月
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

新
高
輪
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

二

店
舗
所
在
地

港
区
高
輪
三
丁
目
十
三
番
五
十
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

四

店
舗
面
積
の
合
計

が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
以
下
と
な
る
日

平
成
十
二
年
六
月
一
日
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